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1 

議案第１１５号  
 
   職員懲戒審査委員会委員の任命について 
 
 職員懲戒審査委員会委員を次のとおり任命することについて議会の同意を求める。  
 
  令和７年１２月２２日提出  
 

西条市長  高 橋 敏 明   



 

2 

１ 住所   
  西条市禎瑞  
 
２ 氏名   
  安 藤 雅 康  
 



 

3 

提案理由  
 委員 安藤 雅康氏の任期が令和８年１月２４日をもって満了するので、地方自治

法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定に基づき、議会の同意

を得て新たに任命しようとするものである。  
 
関係法令  
 地方自治法施行規程  
 （職員懲戒審査委員会）  
第１６条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。  
２ 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員５人をもって組織する。  
３ 委員は、市又は特別区の職員のうちから２人及び学識経験を有する者のうちから

３人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委

員が互選する。  
４～７ （略）  
 
 西条市職員懲戒審査委員会に関する規則（平成１６年西条市規則第２３号）  
 （任期）  
第７条 委員の任期は、３年とする。ただし、第３条第４項の規定により選任された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ （略）  
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5 

議案第１１６号  
 
   職員懲戒審査委員会委員の任命について 
 
 職員懲戒審査委員会委員を次のとおり任命することについて議会の同意を求める。  
 
  令和７年１２月２２日提出  
 

西条市長  高 橋 敏 明   
   



 

6 

１ 住所   
  西条市小松町新屋敷 
 
２ 氏名   
  岡 田 恵理子  
 
   



 

7 

提案理由  
 委員 岡田 恵理子氏の任期が令和８年１月２４日をもって満了するので、地方自

治法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定に基づき、議会の同

意を得て新たに任命しようとするものである。 
 
関係法令  
 地方自治法施行規程  
 （職員懲戒審査委員会）  
第１６条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。  
２ 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員５人をもって組織する。  
３ 委員は、市又は特別区の職員のうちから２人及び学識経験を有する者のうちから

３人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委

員が互選する。  
４～７ （略）  
 
 西条市職員懲戒審査委員会に関する規則（平成１６年西条市規則第２３号）  
 （任期）  
第７条 委員の任期は、３年とする。ただし、第３条第４項の規定により選任された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ （略）  
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9 

議案第１１７号  
 
   職員懲戒審査委員会委員の任命について 
 
 職員懲戒審査委員会委員を次のとおり任命することについて議会の同意を求める。  
 
  令和７年１２月２２日提出  
 

西条市長  高 橋 敏 明   
   



 

10 

１ 住所   
  西条市小松町大頭  
 
２ 氏名   
  児 玉 千 春  
 
   



 

11 

提案理由  
 委員 髙田 正敏氏の任期が令和８年１月２４日をもって満了するので、地方自治

法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定に基づき、議会の同意

を得て新たに任命しようとするものである。  
 
関係法令  
 地方自治法施行規程  
 （職員懲戒審査委員会）  
第１６条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。  
２ 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員５人をもって組織する。  
３ 委員は、市又は特別区の職員のうちから２人及び学識経験を有する者のうちから

３人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委

員が互選する。  
４～７ （略）  
 
 西条市職員懲戒審査委員会に関する規則（平成１６年西条市規則第２３号）  
 （任期）  
第７条 委員の任期は、３年とする。ただし、第３条第４項の規定により選任された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ （略）  
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13 

議案第１１８号  
 
   職員懲戒審査委員会委員の任命について 
 
 職員懲戒審査委員会委員を次のとおり任命することについて議会の同意を求める。  
 
  令和７年１２月２２日提出  
 

西条市長  高 橋 敏 明   
   



 

14 

１ 住所   
  西条市明神木  
 
２ 氏名   
  松 田   敏  
 
   



 

15 

提案理由  
 本市職員の委員 難波江 明広氏の任期が令和８年１月２４日をもって満了するの

で、地方自治法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定に基づき、

議会の同意を得て新たに任命しようとするものである。  
 
関係法令  
 地方自治法施行規程  
 （職員懲戒審査委員会）  
第１６条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。  
２ 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員５人をもって組織する。  
３ 委員は、市又は特別区の職員のうちから２人及び学識経験を有する者のうちから

３人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委

員が互選する。  
４～７ （略）  
 
 西条市職員懲戒審査委員会に関する規則（平成１６年西条市規則第２３号）  
 （任期）  
第７条 委員の任期は、３年とする。ただし、第３条第４項の規定により選任された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ （略）  
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17 

議案第１１９号  
 
   職員懲戒審査委員会委員の任命について 
 
 職員懲戒審査委員会委員を次のとおり任命することについて議会の同意を求める。  
 
  令和７年１２月２２日提出  
 

西条市長  高 橋 敏 明   
   



 

18 

１ 住所   
  西条市桑村  
 
２ 氏名   
  吉 井 靖 仁  
 
   



 

19 

提案理由  
 本市職員の委員 髙橋 雄次氏の任期が令和８年１月２４日をもって満了するので、

地方自治法施行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定に基づき、議

会の同意を得て新たに任命しようとするものである。  
 
関係法令  
 地方自治法施行規程  
 （職員懲戒審査委員会）  
第１６条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。  
２ 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員５人をもって組織する。  
３ 委員は、市又は特別区の職員のうちから２人及び学識経験を有する者のうちから

３人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委

員が互選する。  
４～７ （略）  
 
 西条市職員懲戒審査委員会に関する規則（平成１６年西条市規則第２３号）  
 （任期）  
第７条 委員の任期は、３年とする。ただし、第３条第４項の規定により選任された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ （略）  
 
 


